
平成２３年度長久手町行政評価の実施について 

 

１ 行政評価について 

  これまで行政評価については、担当課で内部評価を実施し、その後、様々

な視点からの評価、客観性のある評価となるよう外部評価を実施してきまし

た。また、外部評価は公開で行い、評価結果についてもホームページで公表

するなど、事業の成果や今後の事業の改善方法などを住民へ公表してきまし

た。 

  今後について、さらに住民に行政評価の取り組みについて知ってもらうこ

とで、事業の効果や業務改善の取り組みなどを周知する行政の説明責任を果

たしていきたいと考えます。そのための取り組みとして、今回の行政評価で

は、外部評価を住民に広く傍聴してもらうこと、議会への報告として行政評

価票を事業の成果を説明する資料として決算認定に使用してもらうことを検

討しています。 

 

２ 外部評価の実施について 

  外部評価を広く住民に傍聴してもらいます。そのために、現在の外部評価

を、休日に開催し、担当課と評価委員の討論を公開することを検討していま

す。 

  評価については、これまで同様 PDCAサイクルの観点から、必要性、有効

性、効率性等について評価していただきます。 

 

３ 決算への活用について 

  行政が実施した事業の成果資料として、行政評価票を活用し、決算書とと

もに議会へ提出することを検討しています。 

 

４ 実施イメージ 
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